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○平田副会長 それでは、皆様、こんばんは。時間になりましたので、始めさせていただきます。 

 令和５年度第１回文京区基本構想推進区民協議会を開催します 

 本日はお忙しいところご出席いただき、ありがとうございます。本来ですと、基本構想推進区

民協議会は委員全員が一堂に会して行われるものなんですが、前年度のコロナなどの状況があり

ましたので、引き続きまして少人数制のじっくり対話できる方向を選びまして、少人数制の部会

での開催とさせていただきます。 

 本日は、基本政策の３、活力と魅力あふれるまちの創造と、基本政策４、文化的で豊かな共生

社会の実現の部会の１回目となります。 

 それでは、新委員としまして、初めに委員のご紹介を行います。１年ぶりの区民協議会ですの

で、委員に変更があります。新しい委員について、事務局から説明をお願いいたします。 

○横山企画課長 それでは、ご紹介いたします。 

 本日まだいらっしゃっておりませんが、萩野委員につきましては、昨年度は部会の２番、健康

と福祉のところにご参加いただいておりましたが、今年度はこちらの会に参加するということで

変更となってございます。 

 変更された方は以上でございます。 

○平田副会長 それでは、次に、幹事の皆さんについて、事務局から紹介をお願いします。 

○横山企画課長 それでは、ご紹介いたします。 

 本協議会に出席しております幹事につきましては、審議に関係のある部の部長としております。

本日は２名の部長が参加しております。ご紹介いたします。 

 鵜沼区民部長です。 

○鵜沼区民部長 区民部長、鵜沼です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○横山企画課長 髙橋アカデミー推進部長です。 

○髙橋アカデミー推進部長 アカデミー推進部長の髙橋です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○横山企画課長 また、そのほか関係する課長にも出席をしていただいておりますが、失礼です

が個別の紹介は省略させていただきます。 

○平田副会長 次に、委員の出欠状況や配付資料等について、事務局から説明をお願いします。 

○横山企画課長 本日、ご連絡をいただいてはいないんですけれども、島川委員、萩野委員、あ

と出井委員ですね、この３名につきましては、遅参されているのかということで、今のところ欠

席のような状況かと思っております。 

 また、本日、東京都青年会議所文京区委員会のほうから、北委員の代理といたしまして吉原様

にご参加をいただいております。よろしくお願いいたします。 

 それでは、続きまして、資料の確認をさせていただきます。 

 まず、本日、席上のほうで配付をさせていただいている資料をご覧ください。まず、１枚目が

本日の次第でございます。それから、資料第１号としまして、文京区基本構想推進区民協議会設
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置要綱でございます。続きまして、資料第２号、区民協議会の開催日時等についてというものが

１枚ございます。クリップ留めで留めている資料のほうです。束になっておりますが、こちら１

枚ずつご覧ください。続いて、資料第３－１号としまして、この区民協議会の委員名簿です。続

きまして、資料第３－２号、こちらが政策別部会の部会員名簿となってございます。続いて、資

料第３－３号、幹事の名簿です。続きまして、資料第４号、基本構想推進区民協議会の運営等に

ついてという注意書きのものが１枚加わります。また、資料番号ございませんが、その次に、「

戦略シート」主要課題（案）一覧というものがございます。それから、最後に、意見記入用紙と

いうものがついてございます。あと座席表があったかと思います。席上配付したものは以上とな

ります。 

 また、本日参考として、全国藩校サミット文京大会のチラシ、また、クリップ留めになってお

るかと思いますが、文京みやげのチラシが一束あるかと思いますので、ご確認ください。 

 また、事前に送付をしております資料でございますが、「文の京」総合戦略の冊子、本として

とじてあるものですね。こちら新規委員の方には送付をしております。それから、資料第５号と

しまして、非常に分厚いんですけれども、戦略点検シートという厚いものが１冊、それから資料

第６号、同じく点検シートですけども、行財政運営となっている、この点検シートがございます。

それから、資料第７号が次期「文の京」総合戦略の骨子及び主要課題（案）というものがござい

ます。 

 以上が本日お手元にあるかと思いますけども、何か不足等ございましたら事務局まで確認をし

てください。 

 資料の確認は以上でございます。 

○平田副会長 次に、区民協議会の運営等について事務局から説明いたします。 

 資料第４号、区民協議会の運営等について説明をお願いいたします。 

○横山企画課長 それでは、資料第４号の書類のほうをご覧ください。運営等について、幾つか

代表的なところをご説明申し上げます。 

 まず最初、１番目でございます。基本構想推進区民協議会の公開の趣旨です。この協議会につ

きましては、区民と区の協働・協治の下、原則として会議は公開としております。また、区民等

の会議の傍聴を認め、会議記録についても公表するものとしてございます。 

 続きまして、３番目、４番目のところでございますが、今申し上げました傍聴についての規定

がこちらに記載してございますので、ご覧になっておいてください。 

 それから、６番目をご覧ください。区民協議会記録の取扱いです。本協議会につきましては、

発言者名を表記した全文記録方式としております。ですので、本記録については、会議名、開催

日時、開催場所、出席した委員の氏名、発言の内容、そのほか必要と認めるものにつきまして記

載をいたします。また、この記録の作成に当たりましては、その内容の正確を期すために、出席

した委員の皆さん全員の確認を得ることとしております。ですので、本記録につきまして、この
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協議会終了後、速やかに未定稿の案文を作成いたしますので、その後、裏面のほうに移りますけ

れども、こちらにつきまして確認を経て、会議開催後からおおむね２か月以内に公表することと

しております。なお、確認手続を経た記録につきましては、協議会の資料とともに、２階の行政

情報センターというものがございます、こちらに行政資料として配架し、また、区のホームペー

ジで掲載し、公表をすることとなってございます。 

 そのほかの運営事項等につきましては、お時間のあるときにご覧いただければと思います。以

上です。 

○平田副会長 今の事務局の説明について、何かご質問等はおありでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、審議に入る前に、区では総合戦略の改定を進めているところであり、区民協議会に

おける点検と次期戦略の関係性について、事務局から説明していただきます。 

○横山企画課長 それでは、ご説明いたします。 

 本協議会につきましては、毎年、前年度を振り返り、また、次年度に向けて確認をするという

ことで、点検シートを中心に確認をしていただいている協議会でございますが、今年が令和５年

ということで、現在の「文の京」総合戦略の計画期間が令和２年から５年の４年間となってござ

います。ですので、計画期間の最終年度を迎えるという形になりますので、今回の区民協議会に

おきましては次期総合戦略へのつなぎという部分もございます。そういった認識を持っていただ

きたいというふうに思ってございます。 

 資料につきましては、資料第５号、分厚い、戦略シートと書いてある冊子ですけども、こちら

で計画期間の４年間、令和２年から５年までを振り返るとともに、同じ、ちょっと薄めの資料で

すけど、資料第７号のほうで次期計画についてどのように進めていくかという形でつながってま

いります。所管部署より、そのようにご説明をさせていただきます。 

 また、本日、資料第４号の次でしたかね、お配りをしております、資料番号はついてませんが、

戦略シートの一覧、主要課題（案）の一覧という資料があったかと思います。こちらが、この現

計画の主要課題が次期計画で少し名前が変わったり統廃合があるものがございます。そういった

形で変わっていくというところも併せてご覧になっていただければと思います。 

 ご説明は以上です。 

○平田副会長 今のご説明に対して、何かご質問はおありでしょうか。 

○伊串委員 すみません。 

○平田副会長 どうぞ。 

○伊串委員 伊串です。今、ご説明いただいた件ですが、こちら、本日いただきました「主要課

題（案）一覧」は、これは次期のものということですか、それとも今期のもの、どちらですか。 

○横山企画課長 ご説明が足りず、失礼いたしました。こちら、両面の資料になりますけども、

こちら左側が現在の計画、現在の総合戦略の内容となってございます。全部で５５の主要課題が
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ございますが、左側が現在の計画、右側が次期総合戦略ということで、一部統合されたり変化し

ているといったようなものがこちらで分かる資料となってございます。 

○伊串委員 ありがとうございます。理解しました。 

○横山企画課長 とんでもございません。よろしくお願いします。 

○平田副会長 たしか減ったものはない、私たち前回も聞いてますから、ついついリピートで、

説明が足りなかったんですけど。たしか、何か減ったものはありませんという説明をなされてた

ような。 

○横山企画課長 はい、戦略上、消えたものはないという状況ですけれども、内容を分かりやす

く、もしくは区民目線で分かりやすくするために、一部合体したようなものが、矢印が複数つな

がって１つになっている。例えば表面の下のほうに点線で書いてございますが、現在の計画の２

５番、２６番、２９番がくっついて、全部で１枚になって２６番になっているような、そういっ

たような統合であったり、あとは名前が変わったりといったようなものがございます。 

 あと、右側のところ、１１番です。新しい次期総合戦略の１１番、高校生世代の支援、こちら

は網かけがございますが、実は新しく増えたものとなってございますので、矢印はないんですけ

ども、網かけをさせていただいております。 

 主な変更点はそういったところでございます。 

○平田副会長 よろしいでしょうか。 

 それでは、主要課題についての審議に入ります。 

 本部会においては、主要課題３０から４０について審議を行っていきます。その主要課題のう

ち、本日は、２回に分けて行いますので、３０から３５までの主要課題を審議いたします。 

 なお、行財政運営も大事なんですが、こちらのほうは第２回の協議会で審議いたします。 

 本日の終了予定時間にご協力ください。８時３０分とさせていただきますので、皆様、ご協力

をお願いいたします。 

 また、各説明者におかれましては、説明の際の時間管理にご協力いただくようお願いします。 

 まずは、主要課題３０から３２までについて、関係部長から続いて説明していただきます。説

明を聞いていただく際は、資料第５号、「文の京」総合戦略進行管理令和５年度戦略点検シート

をご覧ください。次期戦略については資料第７号でご確認ください。 

 では、関係部長の方、説明をお願いします。 

○鵜沼区民部長 改めまして、区民部長の鵜沼と申します。よろしくお願いいたします。 

 私からは、主要課題の３０から３２まで、３つの課題についてご説明させていただきます。 

 資料第５号の１０２ページをご覧ください。主要課題３０番、中小企業の企業力向上のご説明

をいたします。 

 目指す姿として、多様な人材の確保など、区内中小企業の経営基盤が強化されるとともに、生

産性を高める取組が推進され、持続可能な企業活動が活発に行われている。さらに多様な創業が
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促進され、産業の新陳代謝が進み、区内産業が活性化している。こちらをあるべき姿、方向性と

して示していて、それをどのようにですとか、社会の変化がみたいなことがこのシートには書い

てあるわけですが、２、社会の環境変化、１０３ページのほうをご覧いただけますでしょうか。 

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済活動の停滞に加え、物価やエネルギー価格の高騰、

国際情勢の変化が生じたことから、区内中小企業は依然として原材料費の上昇や資金繰りの悪化

など厳しい状況に置かれています。また、コロナ収束後を視野に入れた経営力の強化や環境保全、

ＳＤＧｓの達成に向けた取組等が求められています。雇用についても、新型コロナウイルスの感

染拡大に伴う解雇や雇い止め等により離職者が増加するなど、大きな影響を受けました。一方、

雇用指標には回復傾向が見られ、今後もこの傾向が続くことが期待されますが、引き続き状況を

注視していく必要があります。また、区内中小企業の人手不足については、景気が持ち直してい

くことが期待される中で、さらに厳しい状況となることが予想されます。 

 次に、３番です。成果や課題についてです。新型コロナウイルス対策特別融資を新設して、資

金繰りや事業多角化、業態転換に対する支援を行い、その後の経済状況を踏まえて、令和４年６

月に現下の経済変動に対応するための特別融資として拡充しました。また、生産性向上や省エネ

に係る設備投資について、持続可能性向上支援補助金の予定件数等を拡充し、本年４月から現下

の経済変動に対応するための設備投資支援補助金として補助率と予定件数をさらに拡充した支援

を行ってございます。昨年８月には、事業再興に向けた事業計画の策定に当たり専門家を活用し

た際の経費を補助する、現下の経済変動に対応するための経営相談支援補助金を新設し、本年１

月から電力、ガス、燃料等に係る経費について補助対象を拡大しました。さらに、区内中小企業

による知的財産の活用を促進するため、セミナー、専門相談窓口の開設に加え、知的財産権の取

得費に係る補助を行っております。各事業を通じてコロナ禍や経済変動の中で区内中小企業の事

業継続を支援するとともに、時流の変化に対応した企業力の強化を促進しました。今後も社会情

勢、経済状況を踏まえつつ、区内中小企業のニーズに即した支援を行う必要がございます。 

 人材の確保、育成については、区内中小企業の多様な人材の確保と活用を支援する中小企業ダ

イバーシティ人材採用促進事業も行っております。また、新型コロナウイルスの影響を受けた離

職者等を対象とした総合就労支援事業及び緊急就労支援事業により、コロナ禍における求職者支

援を行うとともに、アフターコロナを見据えたリスキリングによる中小企業の人材強化を支援す

る中小企業人材強化支援事業補助金を新設しました。さらに、リカレント教育課程等受講料助成

金の補助対象者を非正規雇用者及び個人事業主まで拡充するとともに、区民向けにリカレント教

育の普及啓発セミナーを行っているところです。 

 次に、創業支援に関してですけれども、創業への関心はコロナ禍においても高く、創業者やこ

れから創業を考えている方に向けて、創業支援セミナー及び創業入門サロンをオンラインで開催

するなど柔軟な支援に努め、創業の機運醸成を図りました。また、東京大学周辺にはスタートア

ップが集積しており、今後も区内スタートアップ創出に向けた区内大学等とのさらなる連携な支
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援策を検討していく必要があります。 

 ４、次期計画に向けてどのように進めていくかですが、中小企業を取り巻く経済状況を踏まえ、

実効性のある支援を推進するとともに、ＳＤＧｓやＳｏｃｉｅｔｙ５．０、ＤＸ、ＧＸの視点を

踏まえた中小企業の取組を促進することにより、区内中小企業の企業力の向上と中長期を見通し

た持続可能な区内産業の振興を図ります。また、雇用情勢に応じた求職者の就労と区内中小企業

の人材確保を支援するとともに、リカレント教育や中小企業におけるリスキリング等の人への投

資に関する取組を支援していきます。創業支援事業による創業志望者への支援を引き続き行うと

ともに、区内スタートアップ創出に向けた区内大学等と連携や支援策を検討していきます。 

 駆け足になりましたが、３０番については以上となります。 

 引き続き１０６ページをご覧いただけますでしょうか。主要課題の３１番の商店街の活性化に

ついてご説明させていただきます。 

 目指すべき姿として、地域の特性を生かした魅力的で活気のある商店会活動が行われていると

ともに、外国人観光客等を含む商店街を訪れる全ての人にとって快適な購買環境が整備されてい

るということを目指してございます。 

 １０７ページをご覧ください。２、社会環境の変化についてでございます。コロナ禍において

は、緊急事態宣言等に伴う外出自粛、営業時間の短縮要請等により、多くの区内商店が来街者の

減少による売上げの低下等に直面し、訪日外国人観光客の減少によりインバウンド需要も激減し

ました。その一方で、新しい生活様式として宅配やテイクアウト、キャッシュレス決済に対する

需要が高まりました。多くの商店街でイベントの実施が見送られる状況が続きました。また、コ

ロナ収束後の来街者の増加に向けて、地域特性を生かしたイベントなどの再開や商店の販売力の

向上、購買環境の強化が求められています。 

 次に、３、成果や課題についてです。商店街の活性化に向けて、令和２年度に文京ソコヂカラ

サイトを立ち上げて、区内商店の情報発信と利用促進を図るとともに、文京区商店会連合会と連

携して区内商店の宅配、テイクアウトを支援しました。令和３年度に、値引きやおまけなどの消

費者還元サービスに価格経費を補助する感染対策実施店舗応援事業等により、商店ごとの創意工

夫を生かした取組を支援しました。昨年に文京ソコヂカラサイトをリニューアルして、店舗紹介

動画を撮影する等により発信力の強化を図るとともに、がんばるお店応援キャンペーンにより、

消費者還元サービスに係る経費と原材料等の購入経費を補助しました。同事業については、令和

５年５月に第三弾を実施しました。商店街イベントについては、エリアプロデュース事業による

商店街への専門家派遣等を通じて、引き続きコロナ収束後の再開に向けた支援を行います。 

 また、購買環境については、新型コロナウイルスの感染拡大を契機とするライフスタイルの変

化を受け、従前のプレミアムお買物券に代わり、キャッシュレス決済ポイント還元事業を文京区

商店街連合会と連携して実施しています。キャッシュレス決済の浸透度は年々増しており、引き

続きキャッシュレス決済になじみの薄い方への周知と利用促進を図る必要があります。コロナ禍
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における訪日外国人観光客の減少を受けて、ウェルカム商店街セミナーのテーマを従前のインバ

ウンド需要の獲得から宅配、テイクアウト、キャッシュレス決済等に転換して実施しました。本

年からは区内商店販売力向上セミナーとして、商店の販売促進をテーマに実施する予定です。 

 続きまして、４、次期計画においてどのように進めていくかですが、商店街エリアプロデュー

ス事業を通じて、地域の特性を生かしたイベントなど商店会の主体的な取組を支援し、地域経済

の活性化を図るとともに、文京区商店街連合会や各商店会の若手人材の活動を継続的に支援する

ことで、次世代を担う地域人材の育成を図ります。文京ソコヂカラサイト等を活用した情報発信

や区内商店販売力向上セミナー等により、区内商店の利用促進と販売力の向上を図ります。 

 ３１番については以上でございます。 

 続きまして、１１０ページをご覧いただけますでしょうか。主要課題の３２番、消費者の自立

について説明させていただきます。 

 目指すべき姿として、時流を捉えた消費者教育やきめ細かな消費相談体制により、全ての世代

において消費者トラブルの防止が図られ、区民が安全・安心な消費生活を持続的に送れるスマー

トコンシューマーになっているとしています。 

 ２番、社会環境の変化についてでございます。令和４年４月１日より民法の一部を改正する法

律が施行され、成人年齢が現行の２０歳から１８歳に引き下げられました。また、新型コロナウ

イルス感染症によるデジタル社会の発展により、対面による売買を避ける社会動向がより一層進

行したことで、インターネットを中心とした通信販売の需要が伸びています。 

 ３、成果や課題についてでございます。若年層向け教育として、区内在学の若者を対象に、契

約の基礎知識や身近な消費者トラブル回避のためのポイント等について研修会を開催しました。

また、昨年度に、エシカル消費をテーマとした、区民自らが参加する動画コンテスト事業を開催

し、区内大学やインターネットで呼びかけることによって若年層へエシカル消費の周知及び普及

啓発に取り組みました。 

 今後はデジタル機器を敬遠しがちな消費者層に対しても参加しやすい仕組みづくりが必要にな

ります。また、引き続きエシカル消費について啓発を図るとともに、成年年齢の引下げに伴い、

社会経験の未熟な若者の自立を促す消費者教育や、高齢者の消費者トラブルを未然に防ぐ契約の

基礎知識の啓発等をさらに進めていく必要があります。 

 消費者の相談体制については、消費生活相談事業の認知度向上のため、啓発物を区内医療機関

等に配布するとともに、ユーチューブを活用して消費生活センターの紹介動画を配信するなど、

新たな周知を図りました。令和４年度は、区内大学の学生寮において、契約の基礎知識や身近な

消費者トラブル回避のためのポイント等について出前出張講座を実施しました。 

 依然として多くの消費者相談が寄せられており、コロナ禍を経てインターネットを中心とした

通信販売による被害相談が増えているため、さらなる被害防止につながる支援が必要となってご

ざいます。 
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 ４、次期計画に向けてどのように進めていくかですが、消費者教育推進及び幅広い受講者層の

参加促進のため、各種講座を行っていきます。また、区民にエシカル消費を認知してもらうため、

エシカル講座の開設、動画配信及び各事業において周知を行います。消費者相談体制の充実のた

め、相談員の講座と消費者生活推進員の啓発を一緒に行う出前講座を開設し、より分かりやすい

形式の消費者教育を行っていきます。 

 私からは以上となります。 

○平田副会長 それでは、今、ご説明いただきました主要課題３０から３２までについて、何か

ご意見があれば発言をお願いいたします。 

 なお、ご発言される際は、挙手の上、発言の前にお名前を言っていただくのをよろしくお願い

いたします。マイクをご利用いただきますようお願いします。また、協議会の時間の関係から、

ご発言は最大１人５分程度までとさせていただきます。 

 じゃあ、よろしくお願いいたします。 

 伊串さん、どうぞ。 

○伊串委員 伊串です。ご説明ありがとうございます。 

 どのように意見したらいいでしょうか。それぞれのナンバーで一旦切ったほうがいいでしょう

か。 

○平田副会長 はい。 

○伊串委員 じゃあ、まず、３０番のところなんですけれども。「４年後の目指す姿」というと

ころで。これはコロナ禍になる前でしたかね、それともコロナ禍になってからのものでしたかね。 

○横山企画課長 これは、前でございます。 

○伊串委員 前ですよね、やっぱりそうですよね。 

○横山企画課長 はい。 

○伊串委員 だとすると、これが出されたときはコロナ前ですから、この経過の中でコロナ禍を

体験し、いろいろまたちょっと様子や状況が変わってきていて、課題感も当初の想定と違ってき

たということがあると思うんですよね。そうすると、もともとの課題、つまりコロナ禍になる前

の課題感と、コロナ禍になってからの課題感が異なるということですから、そうした中で変更修

正された改善課題もあるだろうということも踏まえて。今年は最後の振り返りの期でもあります

から。その辺の課題感の違いというところでいまいち不明なところもありますので、もしかした

ら分けて見ていかないと十分に振り返りできないのかなという感もちょっとあります。 

 全体的に少し気になっておりますのは、この「４年後の目指す姿」には希望目標の言葉が多い

ようであることです。一般的には、民間企業ですと、目標には希望項目よりも具体的に定量化し

たものを後で確認できるような形にして最後チェックしていくということが普通でございますの

で。例えば、「４年後の目指す姿」のところで「企業活動が活発に」という言葉とか、「多様な

創業が促進され」とか、「新陳代謝が進み、区内産業が活性化している」とか。これらは、具体



10 

的に何がどこまで達成できていたら、最後の期に「達成できたね」という目安になるのか。最初

に掲げられてないものですから、振り返りで評価をするときに後づけで、「何となく活性化して

たね」、「何となく進んでたね」、「進まなかったね」と。こういう感覚的で定性的な感じでの

振り返りで十分なのかどうかというのがちょっとよく分からないということです。その辺のすり

合わせをちょっと伺わせていただきたいというところが一つでございます。○平田副会長 お願

いします。 

○鵜沼区民部長 総合戦略の全体的な考え方にもちょっと関わるので、もしかしたら事務局にフ

ォローしてもらう必要があるかもしれませんが、まず、前提とすると、この総合戦略をつくった

ときの特徴として、期間内でも随時見直していくという仕組みが入っていまして、そういう意味

で、あえて４年後の目指す姿を残していて、考え方は委員おっしゃるような考え方もあるのかと

は思うんですが、次期計画にもキャリーしていくということを考えると、定量的というよりは定

性的な目標は維持したまま、期間中に起きたことを当初の目的とは違っていても事業ごとに見直

して４年間進めてきました。なので、定量的な部分というのは、１のどのようなことを、何をし

たか、実績のところで数字は示しています。ただ、その数字の意味が令和２年から３年にかけて

修正してますので、それが先ほどちょっと駆け足で説明した３番の何をしたかというところで、

当初のやり方とは柔軟に変えて、最初にお示しした定性的な目標につながるように取り組んだと

いうシートとして認識していただければと思います。 

○伊串委員 ありがとうございます。同じような質問になってしまいますけれども。勿論、何を

したかということはとても大事だと思います。しかし、何をする・したかの基になっているもの、

つまりなぜそれをしないといけないという判断があったのかということが重要だと思うんですね。

つまり、目的にかなうためにその施策があったということを考えますならば、何か課題状況があ

って、その課題を改善するためにそういった施策があったのだというふうに理解します。だとし

たら、その施策の実施で果たしてどれぐらいの改善効果があったのかということを振り返ってみ

るべきではないかなというふうに思ったものですから、先ほど意見申し上げました。○川﨑経済

課長 経済課長の川﨑と申します。よろしくお願いいたします。 

 ご意見ありがとうございました。区民部長から考え方のご説明は先ほどさせていただきました

が、ちょっと私のほうからもう少し細かいところで、まず、一つ、このシートで４年前に目標を

定めたということで、その後、大きな事実としてはコロナ禍があったというところで、それがど

の辺りに出ているかというところでございますけれども、出ているとすると、やはりこの１０３

ページの３番の部分ですね。こちらに令和２年の３月からの、文章なので流れとしては分かりづ

らいかもしれませんが、ここに大きく流れが出ているのかなという気がしております。 

 一番上の状況を見ていただくと、まず令和２年３月というのはコロナが始まったばかりで、感

染対策も何をしていいか分からないという状況で、企業の方は非常に不安を覚えられていたとい

う状況です。まずはその不安に応えるために、まず手元の資金というところで、特別融資という
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ことで、こちらは民間から借りていただくので本来であれば利子が発生するところを、それを区

が全て負担するということで、実質ゼロ％でお借りいただけるというところで、まず手元の資金

を確保していただいたというところです。 

 また、３行目です。中小企業事業継続支援補助金というものがございます。こちらも融資、融

資だとやはり借りていただくと最終的に返さなきゃいけないというところでございました。一方、

この中小企業事業継続支援補助金というのは、１事業者当たり３０万円を上限といたしまして、

例えば飲食店ですとお店閉めているときの家賃ですとか、あと人件費、雇っている方がいれば首

切るわけにいきませんから、そういったところにお使いいただけるような補助金というのは実施

をしておりました。 

 その後、コロナも完全には収束をしておりませんけれども、やはり一定の感染対策ですとか効

果が出てきたというところがございます。また、お店のほうも、当初は一律閉めてくださいとか、

時間制限をしてくださいということで、国ですとか東京都からあったところですけれども、そう

いったところが解消されてきたというところでした。 

 そうすると、何をしなければいけないかなというと、やはりお店としては一旦お店を閉めてお

客さんが減ってしまったかも。それを改善していくからには投資というところが必要になってき

たというところでございますので、この５行目、６行目ですか、設備投資に関する補助金等を実

施していったというところでございます。 

 本当に１年１年状況が目まぐるしく変わった４年間かなというふうに思っておりますので、そ

れに対応する補助金を、１年限定なんですけども、それぞれメニューを作成して実施してきたと

いうところなのかなというふうに思っております。 

○伊串委員 ありがとうございます。 

○平田副会長 大丈夫でしょうか。 

 どうしても４年後の目指す姿というところが、区民の方の、私の誤解かもしれませんけど、関

わって拝見してきたところで、区民の方のご意見を集約してできているもので、最初に部長のご

説明がありましたように、志とか哲学とか、人間としてこういう姿を目指しましょうみたいな定

性的なこと、かなり強いものでできているんです。なので、目標みたいな感じなんですけど、ち

ょっと定量的にしづらい、課題はもちろん含んでいるんですけど、どちらかと、いい表現。ほか

の全国の自治体も同じような文言を使っていることから、問題を解決という形にあまり書けない

ところもありまして、実際の１番のところから、どのような事業で・何をしたかが課題解決編に

なっているという立てつけになっているのかなと理解しているんですけども。 

 おっしゃっている意味はすごくよく分かりますし、それから、やはり定量的に解決していく目

標は、より的確に持ったほうがいいと思いますので、そこは新しい視点だなと伺って、緩かった

かなと思って反省も込めて伺ったんですけど。 

○伊串委員 いえいえいえ。 
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○平田副会長 ちょっとどうしてもそこが、ちょっと違う立てつけでできているというところは

あります。 

○伊串委員 ありがとうございます。 

 勿論必ずしも全てが定量的でなければならないというものではないですけれども。 

○平田副会長 もちろんです、はい。 

○伊串委員 一番大事なものは、課題感ということで出発していると思いますので、振り返る際

には、じゃあその様々な具体的な施策を打っていただいた結果としてそれが奏功したのかと、そ

こが知りたいわけですね。実際、どれぐらいの効果があって、何がどう課題が解決されたのか、

そこが一番知りたいことだというふうに思っております。 

○大川企画政策部長 まさにごもっともだと思います。ここでどのような事業で何をしたかとい

うのは、いわゆるアウトプットが示されているわけですね、各事業の実績。じゃあ、この４年後

の目指す姿がどう達成できたのかという、いわゆるアウトカムの指標というところですけど、こ

の総合戦略を考える前までは、行政評価としてアウトカムみたいな指標をつくって徹底して、い

ろいろとやってはみたんですけど、そのアウトカム指標のつくり方が非常に難しかったんですね。

なかなかそこが我々行政評価の大きな課題だと思っているので、今回の総合戦略についてはあえ

てアウトカムの指標というのは設定しないで、４年後の目指す姿と、またそれの達成に向けたこ

のロードマップ、手段をどうやっていくかというところで進行管理をしていこうかなといったと

ころであります。達成度がどこで測れるか分かったほうがいいよねというのは、まさにごもっと

もで、そこがなかなか行政評価としての各自治体の大きな課題として認識しているところだと思

いますので、また今後の研究課題とさせていただければなと思います。 

○伊串委員 ありがとうございます。 

○平田副会長 では、千代委員、お願いします。 

○千代委員 千代です。すごくいいことをたくさん書いてあるんですけれども、基本的なことを

教えていただきたいと思うんです。昔は地場産業、印刷とか医療関係とか、あと旅館業だったん

ですが、現在、上から３つぐらい、どういうことを、例えば「多様な創業が促進され、産業の新

陳代謝が進み」という目標を持っているんですけど、今の現在はどんな感じなんでしょうか。 

○川﨑経済課長 経済課長でございます。今、委員からご指摘いただいたとおり、文京区の大き

な地場産業、印刷関係、印刷製本ですね、医療機器、また旅館業というのはかつてはございまし

たが、これはもうほぼなくなってしまっているかなというのが実情です。印刷製本業界はかなり

厳しい状況、先ほどのＤＸ化に伴いましてペーパーレスという流れも非常に大きいですので、こ

こも非常に厳しい状況なのかなというところでございます。 

 今、委員からご指摘いただきました新しい新陳代謝というところで言いますと、創業の流れで

大きく分けて２つあるのかなというふうに思っております。どうしても商店会の中で空き店舗等

ができてきますと、そこに新たに文京区の地域性を見越して新たな創業をしようとする方、例え
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ば飲食店であったり、最近ですと女性の方が起業されるということで、飲食店もこの間、ワイン

のお店であったり、あとアクセサリーのお店だったりと、あとは趣味を生かした様々なお店を起

業されるというような事例。あとは、飲食店の最近の大きな傾向といたしましては、どうしても、

ほかでも出てきますけども、人手不足というところがございます。どうしても大きい、フロアが

広いお店ですと、学生さんですとかアルバイトさんを使わないとなかなか回らないというところ

がございますが、これがなかなか時給を上げても難しいということで聞いておりますので、最近

我々のほうで聞いている事例でも、例えばお一人ですとかご夫婦２人でカウンターとテーブル１

つ、２つというようなお店ですね。こういったお店を開かれる例が多くなっているのかなという

のが一つございます。 

 もう一つは、文京区の地域性で、やはり大学というところがございます。東京大学を中心とい

たしまして、大学で研究した成果を創業に生かしていくという大きな流れがございます。本郷の

近くですとＡＩ関係の研究ですとか、また地場産業の医療機器と結びついてというような研究も

されておりますので、こういったところの集積が現在進んでいるのかなというふうに思っており

ます。 

○千代委員 ありがとうございます。多分、医療特区というの文京区で推進していると思うんで

すけど、今コロナ禍でいらっしゃれなかったと思うんですが、どれぐらいの進み具合というか、

あとは、やっぱり地価が高すぎて飲食なんかなかなか難しいと思うんですよね。アクセサリーと

おっしゃったけれども、自宅だったら何とかできるでしょうけど、再開発したところもすごく空

いてますよね。そういう使い道というのはどのように考えていらっしゃるんでしょうか。何か空

いていてもったいないなと思うんですけど、やっぱり印刷関係とかなくなったところ全部マンシ

ョンですし、人口が増えているのに、やっぱり飲食関係すごく少ないと思うんですよね、商店も

そうですし。だから、そこら辺をやっぱり区が音頭取りして、再開発したところに身近な商店街

できればいいなと思うんですけど、今、難しいのかなとは思うんですけどね。何かとってももっ

たいないと思うんです。ですから、ＩＴもやっぱり東大の近くでいっぱい学生さんたちが企業し

ているというんですけど、普通の人には見えませんよね、なかなかね。それで、文京区はどんな

ことで今とても活性化しているのかなと思って、ずっと住んでる人間にしては、何か見えない、

やっぱり。そこら辺、何か区で、どれぐらい推進したり、てこ入れしてくださっているのかなと

思って見ているんですけれども。 

○川﨑経済課長 経済課長です。ありがとうございます。 

 例えば空き店舗なども目立つというご意見なのかなというふうにお聞きをしておりましたけど

も、確かにできるお店もあれば、例えば今ですと、ずっと長年続けてきたお店なんですけども、

もう後継者がいなくて、７０代、８０代になって、まだお客さんはいるんだけれども残念ながら

後継者がいないので閉店してしまうというような例も結構あるのかなというところはございます。

そんな中で先ほどの新陳代謝をいかに促進していくかというところは課題だと思っておりますの
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で、これの１つ区でやっている事業をご紹介いたしますと、チャレンジショップの支援事業とい

うことでございまして、最大に１０店舗を、２点ほど支援メニューがございます。１つは、毎月、

やはりどうしてもお店に固定経費ということで家賃といいますか、その経費というのは非常に大

きな負担になります。そこを月最大５万円なんですけれども、ただ、５万円ですと１２か月足す

と６０万円になります。こういった費用を認定された地域に根差したこれから期待できるお店と

いうところには援助をしていくと。あわせて、それをずっと続けていただきたいという思いが我

々にもありますので、中小企業経営の診断士の方、専門家の方を定期的に派遣して、どういった

ことにお困りになっているか、例えばお料理は得意だけど資金計画は苦手だったりと、いろいろ

それぞれ得意だったり苦手だったりすることございますので、そういったところを例えば、あと、

おいしいメニューだけどなかなか知ってもらえないということがあれば、最近ですとＳＮＳの活

用の仕方をご案内したりですとか、ネットの作り方ですとかというところをご案内して支援して

いるというところはございます。 

 あと、２点目の東大の近くで学生さんがやっていてもなかなか見えないよというご意見もいた

だきました。確かにおっしゃるとおりだなと思います。どうしてもそういった企業というのは、

例えば東大の中の支援施設にいらっしゃったりとか、あとは、例えば本郷ですとかなりあるんで

すけども、雑居ビルの３階、４階と、なかなか道からは見えないところにあるのかなというふう

には思っております。一方で、非常に将来期待できる研究というのはしていらっしゃるのかなと

思います。一口でＡＩといってもいろいろな活用の仕方があるなというふうに我々も聞いており

まして、例えば今後の医療関係、健康関係に生かす方もいらっしゃれば、我々の聞いている例で

すと、実際の音声認識ですね。今パソコンでかたかたっと打つのが当然ですけども、それを音声

認識でいかに効率化するかというのは研究されているような会社さんも見受けられます。こうい

った研究進んでいけば、我々の生活ですとか仕事のやり方を大きく変えるチャンスになるんじゃ

ないかなというふうに思っております。なかなか我々の一般区民には見えにくい部分ではござい

ますけども、こういったところも区としてはやっぱり支援していく必要があるのかなというふう

に思っております。 

○平田副会長 伊串さん。 

○伊串委員 伊串です。多分、千代さんが「見えにくい」というお話をされていた部分は、今回

この３０番の「４年後の目指す姿」の中で「多様な創業が促進され」というふうに書かれている

ことと関係すると思います。今、千代さんがご説明くださったような･･･、別に東大には限りませ

んけれども、文京区で様々な新しいそういった分野でのスタートアップ企業が増えてきている。

「様々な分野で」というのは、ＡＩをはじめとした、新しいもの。それらがもう少し可視化、つ

まり、もっと区民の皆さんに、どういうものが今、文京区で登場してきているのかということも

含めて、皆さんに分かりやすく、何らかの形で可視化していただけるとありがたいということを

おっしゃっていたんじゃないかなというふうに私は理解しましたけれども。そうですよね？ 
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○千代委員 はい。 

○川﨑経済課長 ありがとうございます。 

 区でもそういった、私、先ほどご説明した事業は、例えば補助金であったり専門家の派遣であ

ったりというのは区民の皆様の貴重な税金、公金を使って実施している事業なので、それをじゃ

あ必要あるのか、必要があると思いますのは、先ほどご説明しましたけれども、いかに区民の方

にご納得いただいて知っていただくかというのは、一つ大きな課題だと思っております。 

○平田副会長 そうですよね。わくわくするような新しい業態をデジタル的にでもいいので、私

たちはお店に行ってものを売っている姿に慣れている世代なのですが、今からは確かにデジタル

だし、確かにオフィスの中で行われる活動をなかなかお店のようには見えませんけど、可視化し

ていただくの本当に大事ですね。ここは何か区民みんなで応援する気持ちになるためにも可視化

していただけるといいかなと思います。 

 ほかにはいかがでしょうか。ここら辺本当わくわくするような、いろいろな多様なものがある

ので、ぜひご意見承りたいと思います。 

 どうぞ、杉田委員、お願いします。 

○杉田委員 文京区の商店街連合会から来ておりますので、この商業のことですので。なかなか

やっぱり勧誘が難しいというところありまして、現在、私自体が今ちょうどシビックの反対側で

再開発のほう理事長として担当しております。全部出来上がると５０店舗。今のところは４０事

業所ができて、そのうちの３０店舗ぐらいが今、商店街につくって入っているというところでご

ざいますけど、その３０店の中で物販店というのが４つしかない。それもコンビニが２つ入って

の話で、なかなか物販は非常に難しいというのは、やはり再開発でもこれから立て直しても、ま

ず、高齢化の問題が、先ほどおっしゃいましたけど、それとともに、やはり、更新されますと、

やっぱり家賃とかも高くなりますので、現実にそこで耐えられる事業というのが、やはり飲食と

かサービスのほうが多くなるということがございまして、文京区の商店街連合会といたしまして

も、昔は物販店向きの企画を全部やっておりましたけども、おかげさまで令和２年コロナの機会

からが、こちらにも書いてありますプレミアムお買物券から、それから、ポイントバック事業へ

移行した。これで、おかげさまをもちまして、逆に飲食、サービスも入りやすいという感じにな

ってきまして、ほかの各区の商店街連合会の中では加盟が低くなっているところが、この１０７

ページか、表にもございますとおり、加盟店が多くなっている、参加店が多くなっているという

あれがございまして、ですから、今後、文京区の商店街連合会としても、サービス、それから、

飲食に向けた取組を重要視していかなきゃいけないかなという話を今、私どもも会長、副会長で

はしているところでございます。 

 また、おっしゃったような面白いお店とか専門店化が必要だと。どこでも売っているものだっ

たらば、アマゾンでもどこでも買えるんですよね。そのほうが安いかもしれない。だから、どこ

でも売ってないもの、そこに行かなきゃ買えないようなものを育てているような事業をこれから



16 

もやっぱり一緒に育てていかなきゃいけないのかなと思っております。ですから、今後の取組と

しては、やはり、キャッシュレス化に対応したもの、それから、飲食、サービスにももっとアピ

ールできるもの、それで商店街を形成していくしかないのかなというふうに今考えているところ

でございます。以上です。 

○平田副会長 すごく傾向が分かります。これらを参考にしてまいりたいと私は分かりました。

これに空き家問題とかも絡んでくるので、何かいろいろ課題、面白く解決していかれるといいな

って、経済課長のほうも思ってしまいました。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 千代委員、お願いします。 

○千代委員 千代です。キャッシュレス化はいいんですけれども、例えば中国人が自分の国のキ

ャッシュレスカード持ってきて、それで支払いしたら、日本に何も落ちませんよね。だから、そ

こら辺の対応って何かあるんでしょうか。 

○川﨑経済課長 経済課長でございます。今一例として外国の方の例を挙げていただきましたけ

ども、様々事情がございまして、今、商連と区で協働でやっているのは、いわゆるペイペイと言

われる事業者でございます。共通化できるお店とできないお店があるとお聞きしてますので、中

国の方がそのまま自国のものを持ってきても必ずしも使えるというのは限らないところが１点で

ございます。もう一点は、やはりこの事業の性質で、いろいろなご意見もございまして、例えば

区外の方が使ってしまうんではないかというようなご意見はいただいているところではあります。

ただ、一方、文京区の商店街の特徴といたしまして、どうしても小さい区で、商店街というのは

区界にあることが多いです。台東区の近くの根津千駄木であったり、江戸川橋は新宿のすぐ近く

ですけど、大塚であれば豊島区のすぐ近くです。どうしてもこういう中で、先ほど杉田委員から

もお示しいただき、１０７ページを見ていただくと、どうしてもやっぱり都内の商店というのは

決して楽な状況ではこれまでなかったというところです。そういったところで、外国人の方も含

めまして、区外からもどんどんお客様来ていただいて、ご利用いただくことが区内のお店の存続

にもつながりますし、先ほどの出していただいた魅力あるお店が発展していくことにもつながる

のかなというふうには思っております。 

○平田副会長 ほかにはいかがでしょう。 

 杉田委員、どうぞ。 

○杉田委員 一部区議会の先生からも他区の方が買って、それにペイペイの補助金つけているの

はどうだとかおっしゃられた意見もありましたし、それから、ある薬屋さんから、中国人ばっか

りが買ってどうするんだという話もありました。この事業に関しては、戻る限度額がございます

ので、全部がどうってことはございませんし、それから、やっていただいたこれがよかったとい

うのは、もちろん商店の事業を盛り上げるという意味、それから、生活者をコロナの中で、それ

を応援するという意味で、両方の目的がございまして、かなりこの事業をやることで商店の売上
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げは上がりましたし、また、他区でもやっていて、働いている方、役所の方でも、全部が文京区

にいるわけじゃないけど、文京区で買物していただけるんで、買物していただくことは商店のた

めになる。それから、ペイペイの事業で使うことで、逆に台東区でもやっているから台東区に行

って僕が買うこともあるわけですから、それはお互いさまだなと思っております。 

○平田副会長 いかがでしょうか。 

 吉原さん、お願いします。 

○吉原委員 青年会議所から参りました吉原と申します。意見２点、質問１点ありまして、意見、

まず、１つ目に関しましては、先ほど定性的だというお話があった上での意見ということで捉え

ていただければと思うんですけれども、やはり、業界というか、産業に対して、先ほど千代委員

からもおっしゃられたように、ある程度当たりをつけてそこの産業に何か力になれるような施策

が出るといいなというところが１点でして、もう一点が、これも意見２つ目になりますけども、

他県、福岡県のほうで、商工会議所のほうに委託をされてやられているような事業があったんで

すけども、Ｍ＆Ａの仲介を区として補助をして新陳代謝を起こすみたいな、そういった施策もど

うですかというような意見でございます。質問点に関しては、１０６ページのセミナーについて

なんですけども、もしアンケートとか取られてらっしゃったら、参加された方のご意見とかがあ

ったら、今後の何か知見とかなるかなと思いまして伺えれば幸いでございます。以上でございま

す。 

○平田副会長 お願いします。 

○川﨑経済課長 ありがとうございます。ご意見の１点目は、当たりをつけてというのは、それ

ぞれの皆さんのニーズにあった施策かなというところで聞いておりましたので、今我々のほうで

も、今、事業者の方がどういう状況にあるかというのは耳を傾けて、最新の状況には合わせた形

で対応していきたいと思っております。２点目は、すみません、私、ちょっとよく聞いてないも

ので、福岡県のどういった事例か、もう一度教えてください。 

○吉原委員 商工会議所のほうに委託をされて、Ｍ＆Ａの仲介をして新陳代謝を促してたという

事例がありました。 

○川﨑経済課長 ありがとうございます。Ｍ＆Ａの仲介に関しては、東京の商工会議所でも実施

をしているところです。私も同席してやった事例ですと、そのＭ＆Ａの相談に乗るというところ

を商工会議所などでやっていらっしゃるので、その意見交換会などには私も同席させていただく

ことがございます。なかなか後継者がすぐ見つかるというのは難しい面もありますけれども、中

には今までだと近親者の方をどうしても後継者と考える事例多かったですけれども、そのお店の

パンであったりですとか、あるいは同じ業種であれば、例えばお寿司やさんを廃業しようとして

たら、新しくやろうとしている方が、それを継げば居抜きで借りられて、お互いに今までのお客

様に喜んでいただけるというような例もありますので、そういったところは我々も考えていきた

いなというところではございます。 
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 あと、セミナーというのは、１０６ページでいいますと、ウェルカム商店街のこと、でしょう

かね。はい、ありがとうございます。これに関しましては、段階があるのかなと思っておりまし

て、キャッシュレス決済ですとか、あと、ここには書いてないですけど、例えばズームの使い方

ですとか、その辺りもコロナ以前はなかなかなじみがなかった部分なのかなと思いますけれども、

実際、やはり急にこのコロナ禍で急速に進んだものの１つなのかなというふうに思っております。

それは、今はそれこそかなり使い方も多くなってきました。当初はなかなか使い方分からないよ

と言う方多かったので、そういったところはアンケート等でもご好評いただいた部分なのかなと

いうふうに思っております。 

○平田副会長 よろしいですか。 

 じゃあ、伊串さん、お願いいたします。 

○伊串委員 ありがとうございます。伊串です。さっき３０番で意見を言わせていただいたんで

すけど、実は３１、３２、それぞれにもあります。先ほど、キャッシュレス決済の話が出ました

ので、まずは３１のほうから、お伺いしたかったことを意見申し上げたいと思います。 

 こちらもまずは、元々どういうものを目指そうとしていたのかなという確認のところから入っ

てしまいますが。「地域の特性を生かした魅力的で活気のある商店会活動」というふうに書かれ

ています。「地域の特性」については、いろいろあると思うんです。特に、文京区には、特性に

関するネタがいっぱいあると思いますのでね。それだけに、今回これ、「地域の特性を生かした」

といったときに、文京区では何にフォーカスをして、この４年間頑張っていこうということを一

番最初にお考えになられていたのかなというところの確認をしたうえで振り返りをしたいという

ふうに思っております。また、「魅力的で」といったときには、どういうことを「魅力的」と私

たちは捉えたうえで振り返ればいいのかなというすり合わせをさせていただきたいと。 

 あと、「外国人観光客等を含む商店街を訪れる全ての人にとって」とありますが、「全ての人」

って。先ほど、キャッシュレス決済の話がなされていましたけれども、「全ての人」というなら、

各種ターゲット、対象者の観点からは必ずしもキャッシュレス決済の話だけではないかもしれな

いですし。しかも「快適な購買環境」とまでいっているわけですから。「全ての人にとって快適

な購買環境」というのは、一体、それぞれどういうものをイメージしたら私たちはこの振り返り

ができるのか。まずはそういうすり合わせからさせていただきたいと思っております。 

 それと、右側のページ、１０７ページのほうで、「文京ソコヂカラ」の話が出ております。次

期総合計画においても、「文京ソコヂカラ」サイト等を活用した情報発信云々とあり、やはり、

これが次期計画においても一つの鍵になるものとして扱われていることが、よく分かります。だ

とするならば、多分昨年もこの「文京ソコヂカラ」サイトについては、その魅力と可能性、潜在

力について私は意見申し上げたと思うんですが、一方の、使う側からすると、まだまだいろんな

課題があって、何か惜しいんですよね。もっと使い勝手の良いものにしてほしい。つまり、もっ

ともっと使いたい・使いたかったのに･･･という、いろいろなもどかしさがあったことを昨年この
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場で共有させていただいたことを記憶しております。だからこそ、まずはこういった改善課題に

も目を向け、これがもっと使い勝手がよくなり全体としても一層活性化するために、そうした観

点での振り返りが必要なんじゃないかなとも感じているんです。その辺はいかがでございましょ

うか。 

○川﨑経済課長 経済課長です。ご意見ありがとうございました。まず、一つは、快適な、魅力

的なというところでございますけど、なかなかここら辺を例えば１つの言葉で表すとか、数値化

するというのは、なかなか難しいのかなというふうには思っている。一方で、この会でご議論い

ただいているとおり、それぞれのお店の特性というのは、やはり様々ございまして、その地域も、

文京区も、同じ文京区といいましても、東側の本郷地域と西側の小石川地域と、南のほうは水道

橋の東京ドームの近くもあれば、北のほう山手線の北側、もう全然雰囲気が違うなというところ

はございます。お答えになってないかもしれないんですけど、その地域性とお店に合ったという

ところは、我々としては皆さんのなるべく多くの事業者をお店に使っていただけるメニューを用

意して、それを合った形というのは、我々、お示しするとか押しつけるのではなく、それぞれで

考えていただいて、一緒に手を携えていければいいのかなというふうには思っております。 

 あと、ソコヂカラサイトですね。これは伊串議員から、昨年のこと、私もよく覚えております。

登録店舗数が増えているというお話を昨年したところ、それはいいけれどもちょっと使い勝手が

というところでご意見いただいたなと思っております。なかなか民間の、例えば食べログですと

か、ああいったサイトと比べると、やはり検索ですとか信用性ですとか、そこら辺どうしても及

ばないというのはちょっとご指摘のとおりかなというところは思っております。やはり民間の巨

大な資本を注入したバージョンアップですとかアプリの更新も非常に頻繁にされておりますし、

利用者も多くて、それに応じてどんどん更新されていくというところがございます。一方、我々、

手弁当ではないですけれども、一定の限られた予算内で実施していくというようなところで、ど

こまで対応できるかというところはございますけれども、一つ言うと、検索については１つの大

きな課題だと思っています。せっかくいいお店が載っていても、見つけていただかないと仕方が

ございませんので、そこは引き続きちょっと対応できるようにやっていきたいなというように思

っております。 

○伊串委員 ありがとうございます。「文京ソコヂカラ」サイトの潜在性、可能性はやり方次第

で大きいと思います。現状のように、検索がうまくいかないと、そもそもそのスタート地点で頓

挫しもう利用してもらえなくなるという状況などもあるかと思いますので、そこは頑張っていた

だきたいという気持ちもありますし、また、それ以外にも、皆さんで文京区に知恵を出し合うこ

とで奏功することもあるかと思います。必ずしもお金をかけなきゃならないというものばかりで

もないと思いますし。例えば、確か配達についてコロナ禍ではボランティアメンバーを中心に、

できるだけ近所で配達し合えるような仕組みとか、新しい提案、されてませんでしたっけ。そう

いう、それほどお金をかけなくてもできることってまだまだ他にもいろいろあるような気がしま
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す。まさに「ソコヂカラ（底力）」ですから、様々なアイデアを出し合って、楽しくみんなで盛

り上げていけたらいいなという期待感がございます。 

 それと、すみません、ここでも「４年後の目指す姿」のところで、ご説明いただいたんですが、

もちろん必ずしも定量化の話ばかりではないです。今回こちらで何度か質問･意見させていただい

てきたのは、振り返る際に目標時のどういうすり合わせをさせていただく必要があるかというこ

とがメインだったと思うのですが。「地域の特性を生かした」の「地域」については、先ほどご

説明を頂いたように「北のほうでは」とか、何らかの形で全体を区切ってまんべんなく見ていく、

というふうにした方がいいんですか。私の理解では、文京区ならではの例えば歴史的な史跡が多

いとか、文化的にも大学等の教育機関が多いとか文豪などのゆかりの地が多いとか、「地域特性」

としてそういう文京区ならではの独自の魅力のことを言っているのではないかと思っていたんで

すが、どうやら違っていたようです。「地域」というのは、文京区の北側がどうで、南側はどう

でという、そういう話だったんですね。だとしたら、なおのことやっぱり振り返りにはすり合わ

せが必要でしたよね。そこがすり合わせできてなかった気がしたので。 

○川﨑経済課長 ありがとうございます。ちょっと私の言葉足らずのところでございます。地域

の特性というのは、今、委員がご指摘いただいたような文京区全体のところも当然含むと思って

おります。一つの例ですと、文京区の商店街連合会で、昨年からちょっと謎解きのイベントを開

始しまして、坂道をテーマにした謎解きを実施しております。坂道での文京区と港区並んで、都

内でも最大の魅力の１つかなというふうに思っておりますので。そういったところとつなぎ合わ

せていくというところも当然入ってくるのかなというふうに思っております。 

○伊串委員 ありがとうございます。多分やっぱりそこのすり合わせですね。そういった坂の話

も１つですし。この4年間はどういったものに着目して頑張っていこうという話だったのか、とい

うことです。因みに、その坂という話に着目した場合は、例えば外国人の方にとってはどうなん

でしょう。もちろんお好きな方もいらっしゃるかもしれませんが、例えば観光客の方が文京区の

坂に着目するかというと、ちょっと難易度が高い気がします。もちろん文京区民なら、文京区民

というか他の坂の多い地域の方々も、かもしれませんけども、そういう、坂に関心のある方なら

着目するかもしれない。なので、「人」がどういったものに着目するかという点についても、４

年で･･･これ４年でしたっけ、4年ですよね、この期間を振り返るために、もう少しすり合わせし

てから進めていただいた方がいいかなという気はいたしましたけれども。ご説明ありがとうござ

いました。 

○鵜沼区民部長 ちょっと補足というか視点を少し、こういうお考えはどうですかという提案な

んですけれども、魅力ですとか地域特性というのは、限定するとそれじゃないという人が出てき

ますので、それぞれの地域が文化的な地域でもいいですし、位置的な地域でもいいですし、住ま

われている方、活動されている方の特性の地域でも、それは任意で私はいいんじゃないかと思う

んですね。ただ、そこにあまりフォーカスしてクローズアップしてしまうと、そこの地域の人た
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ちだけの利便性で物事が決まると、やっぱりそこだけで消費活動をしているわけではないですか

ら、多様な方も地域特性を目指してやってくる方も、併せて利便性なり快適なものを目指すとい

うことが前段と後段の間の中にはあるというふうに考えていただいたほうが、よりすり合わせが

進むのではないかと思いました。 

○平田副会長 まず、千代委員の意見を先に伺ってから。 

○千代委員 千代です。今のご意見と同じところがあるんですが、やっぱり外国人って日本の旅

館がとっても好きですよね。だから、例えばまだ残っている旅館で、例えば映画撮ってもらうと

か、ユーチューブ撮っていただくとか、そこで何かやって、聖地巡礼が世界中から日本にいらっ

しゃいますよね、アニメ好きな方とか。そういう開放していただいて、坂ももちろんたくさんあ

るし、歴史的なところもたくさんあるし、やっぱりそういうところで回っていただいて、お食事

していただいて、やったらすごく観光客が増えるんじゃないかと思うんですけど、全国観光サミ

ットもすごくすばらしいと思うんですけど、これを大々的にやっぱり刀とかいろんな方好きな方

もたくさんいらっしゃるし、文京区全部集めたら、すごい回れるところ、聖地がたくさんできる

と思うので、映画会社にＰＲするとか、アニメでつくっていただくとか、そういうところで協賛

したら、やっぱりたくさんいらっしゃるんじゃないかと思う。何かお堅くなくてもいいから楽し

んでいただければ人が集まるんじゃないかと思うんですね。例えば今なんかだと、目黒のサンマ

であれだけの人が集まって、サンマ食べるだけで集まっているわけですから、何かそういうこと

でもったいないなと思うんですけれども、何かできませんでしょうか。 

○平田副会長 お答えされますか。 

○川﨑経済課長 ありがとうございます。観光という視点からのご意見かなと思います。日本刀

であれば多分後ほど出てくるかもしれないですけど、刀剣乱舞とコラボした企画ですとか、文京

区でも結構工夫した企画は出ているのかなというふうには思っております。私は経済課長でござ

いますけども、そういった区内のお店使っていただくにはそういう観光運営との横串を刺したり

というところも必須だと思っておりますので、なるべく楽しいわくわくするような展開にしてい

きたいなというふうには思っております。 

○千代委員 よろしくお願いします。 

○平田副会長 そうしましたら、後半のほうに移る前に、今３２までのところでありますので、

何かまだおっしゃってない意見とかありましたら、そちらを中心に……。 

○伊串委員 いいですか。 

○平田副会長 はい、どうぞ。 

○伊串委員 すみません、では、３２のところで１点、すみません。恐れ入ります。 

 「スマートコンシューマー（賢い消費者）」という言葉が、この「４年後の目指す姿」の中に

書かれております。この「スマートコンシューマー」の定義について、皆さんすり合わせされて

いるのかなと、あるいは区民の皆さんがこれを理解できているのかというのがちょっと気になり
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まして。具体的には右側のページ、１１１ページのほうで見ていきますと、主に、これらは、こ

の「目指す姿」、即ち、スマートコンシューマーになっているという、そういった姿を目指すた

めに書かれている内容ですよね。主に２点ほど書かれておりまして。１つ目は、これは「令和２

年度は」、「３年度は」という書き出しで書かれている内容のものです。「契約の基礎知識や身

近な消費者トラブル回避のための」とあるので、そういったトラブルを回避できるような「スマ

ートさ（賢さ）」を身につけるということなんでしょうかね。それと、「令和４年度は」の方は、

「エシカル消費をテーマとした」というふうに書いてあります。この２点が「スマートコンシュ

ーマーになる」ための必要要件ということなんでしょうか。そもそも「スマートコンシューマー

になる」ために、私たちは何を体得しておかなきゃいけないんでしょうか。そこの全体像が見え

ていませんので、この２点だけピックアップされても、あと何が足りないんだろうとか、ちょっ

と分かんなくなっちゃうと思うんです。なので、その辺のご説明をもう少しいただきたいと思い

ます。 

○川﨑経済課長 ありがとうございます。スマートコンシューマーの定義といいますのは、なか

なかちょっと難しい部分もあるかもしれません。こちらに出ているのが一つの例なのかなという

ふうには思っております。一定の消費をしていくに当たっては、やっぱり安全・安心というとこ

ろは一つ大きなものであって必要なのかなというふうには思っております。安全・安心といって

もいろいろな意味があるのかなと思います。当然、一つで言いますと、詐欺に合わないですとか、

悪徳商法ですとか、そういったものも一つあって。例えば若者系であれば、例えば日本女子大学

さんに出向いたり、県庁さんに出向いたりというところで、二十歳から１８歳の青年でねという

ところもございましたので、そういったところで、まず知識を得ていただくと。あとは高齢者向

けには最近ですと、近年多かったのは、屋根ですとかをはじめとする点検商法ですね、そういっ

たところが非常に問題になっているというところで、我々のほうでも周知をしておりますし、逆

に町会さんのほうから、ちょっとこういった事例で困っているから周知に必要な資料を提供いた

だきたいというお声がけをいただいて、我々のほうで資料のほうお送りをして周知をしていただ

くという事例もございました。 

 もう一点目は、やはり今後の大きな視点でいいますと、ＳＤＧｓ自家消費というところでいえ

ば、やはり今後の持続可能性な中で、仲よく持続的に地球の中で、何ていうんでしょうか、環境

問題を維持しつつやっていくにはどうしたらいいかなというところの大きな視点なのかなという

ふうには思っているところでございます。そういったところも、まず、一つそれを認識していた

だくには自分事として考えていただくのが一つの視点かなというところで、エシカル消費という

ところで我々のほうでは取り組んでるというところです。 

 一つは動画コンテストというのをやりまして、動画コンテストの意味としては、まず、応募し

ていただく方に、動画をつくるに当たっては、エシカル消費とは何なんだろう、どうしたら知っ

てもらえるんだろうというところで作り方に考えてと、あるいは今はちょうどそこのビジョンで
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やったりユーチューブで流しておりますけど、見た方に感じていただくとかいうところで知って

いただくというところが一つあるのかなというふうに思っております。 

 これ、まだまだ道半ばかなというふうに思っておりますので、これをどのように進めていくか

というのは、ちょっと我々引き続き次の３年後、４年後も考えていかなきゃいけない課題かなと

いうふうに思っております。 

○伊串委員 ありがとうございます。そうすると、ご説明では確かに「エシカル消費」とか新し

い言葉でちょっとなじみがないものもあるので、そういったものについては動画コンテストだと

か、そういうことで周知徹底していくといったような、親しみのある、入りやすい形で施策を組

まれた、と。そういった施策は、とても共感もあるところだと思います。一方で、冒頭で申し上

げたような「スマートコンシューマーになるために」という観点からいうと、こうしたエシカル

的なもの、先ほどご説明の契約の基礎知識、契約以外にもその他基礎的なこと、それと、詐欺に

合わないように賢くなりましょうということ、これらを習得すれば大体もう「スマートコンシュ

ーマーになる」ための材料は出そろっているという理解でいいでしょうか。これでよろしければ、

この４年間で、「スマートコンシューマーになる」ための施策は一通りカバーしていただいたと

いうことになりますが、この認識でいいですかね。 

○川﨑経済課長 ありがとうございます。非常に難しいところがございますが、これ、どこまで

やれば完璧かというのはなかなかないと思います。 

 例えば点検商法ですとか悪徳商法って一時ありましたけど、これもこれ一つ取っても、日々や

り口が進化と言ったら言葉はよくないですが、当然我々のほうでもこういうの気をつけてくださ

いと周知すれば、それをさらに引っかからないようないたちごっこが続いているというところで、

なかなかこれどこまでやれば十分というところはないのかなというふうに思っております。 

 また、そのエシカル消費が新しい概念だというところもあるように、今後もさらに新しい概念

が出てくると思いますし、そこはこのシートが毎年更新されていくというお話先ほどあったかと

思いますけれども、今どこまでやれば十分ということではなくて、目指し続けなければいけない

のかなというふうに思っております。 

○伊串委員 ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思います。今後もぜひ様々な状況･情

報更新をしていただきながら続けていただきたいという点と、先ほど「いろいろ切りがない」と

か、「どこまでというのが分かりづらい」といったようなお話ありましたけれども、だからこそ、

じゃあ、現状として文京区では何が一番課題なのか、多分ここが一番、本来ならば知りたいとこ

ろではないかと。したがって、広く浅く網羅すればいいというわけでは必ずしもないかもしれな

い。ならば、どこに強弱をつけながら、この４年間、あるいは次の４年間、フォーカスしながら

やっていくのかというところが、施策のよる改善状況含め、もう少し突っ込んだ形で見たいとい

う期待感がございます。今後もよろしくお願いします。 

○平田副会長 はい、いい意見ありがとうございました。本当にそれを目指したいと思います。 
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 ほかには、３２までは。 

○杉田委員 杉田です。やはりスマホの普及率が高齢者にもいくにしたがって、やはりスマホで

買物される方が多くなって、よくスマホの中で広告、ステルスマーケティングって言うんですか、

例えば口コミのやらせみたいな、それに引っかかる率が多くなってきているような気がするんで

すよね。ですから、それに関して後手後手に回らないような施策を取っていただければと思うん

ですけども。 

○川﨑経済課長 ありがとうございます。ステルスマーケティングとの、本当に今広告が巧妙化

しておりまして、一見広告に見えない、例えばブログであったりＳＮＳが実は広告であったとい

うことも非常に多いというところです。この１０月からちょっと一定規制かかったりというとこ

ろもございますけれども、そこは今後の周知の一つの課題かなというふうに思っております。 

○平田副会長 じゃあ、大丈夫ですか。部長、何か。 

 それでは、ちょっと時間の関係もありますので、先に進めさせていただきまして、もし最後時

間ありましたらお願いしたいと思います。 

 それでは、主要課題は３３から３５までですね。こちらのほうを関係部長の方から説明をお願

いしたいと思います。 

○髙橋アカデミー推進部長 改めまして、アカデミー推進部長の髙橋です。よろしくお願いいた

します。私のほうから３３番から３５番まで説明させていただきます。 

 まず、最初に、主要課題３３、資料第５号の戦力点検シートの１１２ページになります。主要

課題３３、文化資源を活用した文化芸術の振興についてご説明いたします。 

 この主要課題では、４年後の目指す姿として、多くの区民が、森鴎外をはじめとする本区ゆか

りの文化人のほか、多様な文化資源に親しみ、本区の魅力を認識している姿を目指しております。 

 ページをおめくりいただきまして、１１３ページの２番、現総合戦略において社会ではどのよ

うな動きがあったか（社会環境等の変化）ですが、こちら、記載にありますのは、令和５年４月

に博物館法の一部改正があったことを記載しております。この４年間では、新型コロナの影響に

より、一部事業の中止や休館等がありました。 

 １ページおめくりいただきまして、３番の現総合戦略における成果や課題は何か（点検・分析）

をご覧ください。地域の伝統や歴史に親しむ機会の充実の４年間の成果ですが、森鴎外没後１０

０年記念事業を令和３年から準備を始め、令和４年に実施することができました。令和４年７月

３日には、東京大学伊藤謝恩ホールで実施した小説家の平野啓一郎さんを招いての学術講演会「

読み継がれる鴎外」をはじめ、関連事業を約４０件実施いたしました。こちら、もう終わった事

業ですのでパンフレットを配付できなかったんですが、関連事業をこのようにまとめまして、区

民の皆さんに配付して楽しんでいただきました。図書館では子ども向けの事業などをしてもらい

まして、子どもから大人まで広く森鴎外の魅力を再認識してもらえたと考えております。 

 今年度は、全国藩校サミット記念事業、こちら、パンフレットを配付させていただきました。
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これは江戸時代の各藩にあった学問所の藩校で、現在も活躍されている藩校関係者や、その藩の

藩主、いわゆるお殿様であった方々が一堂に集まって、現在の活動や文豪教育などについて発表

してもらうものです。江戸の学問所である昌平坂学問所（湯島聖堂）で第２回目が開催され、第

２０回目の節目に湯島聖堂がある文京区に戻ってきての開催となります。文京区に関わりのある

藩主、お殿様の話など、面白いプログラムも準備をしております。こういったことを契機に区民

の皆様に、文京区には多くの歴史的な魅力・資源があることを再認識してもらえると考えており

ます。また、関連事業として、文京時代祭りというものも実施をいたします。こちらもパンフレ

ットを置かしてもらいました。こちらに関しては、杉田委員にもご協力をいただいて、地元の町

会の皆様にも協力をいただいて、盛り上げて、これから開催となっております。 

 また、令和２年、３年は、新型コロナの影響が大きく、中止の事業か多くありました。特に、

区民の文化活動の発表の場としての民謡大会や合唱の集いなど様々ございますが、これら全て中

止となりました。しかしながら、宝生能楽堂さんで、区民の能楽鑑賞会等やっていたんですが、

これはオンラインを活用して、動画のプレゼン等で実施することで、こちら大変好評でございま

した。 

 続きまして、区民に親しまれる文化施設の整備の４年間の成果としては、文京ふるさと歴史館

の空調設備の改修工事を行い、展示室と収蔵庫における温湿度管理を安定させることができまし

た。継続して大切な郷土資料を適正に保管することができるようになりました。また、文京シビ

ックホール大ホールにつきましては、令和３年４月から天井の耐震化工事やエレベーターの設置、

また、トイレの快適化などの改修工事を始めて、休館をしておりました。令和５年２月に、無事

にリニューアルをいたしまして、リニューアルオープン事業ということで、野村万作さんの狂言

を皮切りに様々な公演を実施しました。こちらも、実は開催後ですのでパンフレット配れなかっ

たんですが、こちらにありますように数多くのメニューを、中には人気のピアニストの辻井伸行

さんが参加されたものもございました。また、休館中につきましては、リモートコンサートとい

うことで動画の配信を７公演ほど実施しております。 

 続きまして、その下の、４、次期総合計画において、どのように進めていくか（展開）をご覧

ください。区の新たな文化資源として、競技かるたや能を活用した魅力発信に取り組んでいきま

す。また、区内に多くある美術館や博物館、公演などのネットワークであるミュージアムネット

ワークというのがございますので、こちらを活用して文化的資源を広く周知を行っていきます。

また、文京シビックホールでは、引き続き文化芸術の発信拠点として、本物の良質な文化芸術に

触れることができる場を提供していきます。ふるさと歴史館においても、この郷土資料を活用し

た魅力的な事業を通じて、区の魅力を発信していきます。 

 一緒に、資料第７号の次期総合戦略、骨子のほうの３５ページを開いていただけるでしょうか。

３５ページの下側に、課題解決に向けて取り組むべきこと。次期計画での取り組むべきことです

が、先ほど説明した展開を受けまして、１つ目の点では、文化芸術に触れる機会を充実させる。
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２つ目の点では、区内文化芸術施設や協力団体とのより一層の連携を強化していく。３つ目の点

では、区にゆかりのある文化資源について、区民が触れる機会を創出するという取り組むべきこ

とを次期総合戦略では記載していきたいと考えております。 

 もう一度資料第５号のほうに戻っていただきまして、１１６ページをご覧ください。主要課題

３４、誰もが観光に訪れたくなるまちの環境整備についてご説明いたします。 

 この主要課題では、４年後の目指す姿として、国内外から訪れた多くの観光客が、本区の魅力

に触れることができるとともに、区民ボランティアによる案内等が行われ、安心して区内の観光

を楽しんでいる状態を目指しております。 

 １ページおめくりいただきまして、２番の社会環境等の変化です。こちらの主要課題も新型コ

ロナの影響により、国内外の旅行者が激減しましたが、令和４年度より回復をしております。 

 その下の３番、点検・分析をご覧ください。観光資源の魅力創出発信の４年間の成果ですが、

新型コロナの影響の中、祭りをはじめとする各種事業は全て中止となりました。そのような中、

地域活力の復興を目指して、区民参加による観光土産品開発事業等というものに取り組みました。

こちらも既に終了している事業ですけれども、パンフレットのほうをこのような形で置かせても

らってます。まず最初に、区の魅力であるキーワードを募集しました。これに対しては１，８６

９件の応募がありました。アイデアの募集段階で６１７件、このアイデアの中から選ぶ選定の投

票では９５０件など、多くの区民の方に参加をいただいて完成することができました。令和５年

度から無事に販売にこぎ着けております。また、令和４年度は、関口・目白台エリア魅力創出事

業や区内留学生にＳＮＳなどで区の魅力を発信してもらう旅マエ情報発信事業を実施しました。

この旅マエ情報発信事業についてもパンフレットのほうを置かしてもらっています。 

 続きまして、おもてなしの心の醸成の４年間の成果ですが、新型コロナの影響が大きかったと

きは、オンラインツアーなどを実施しました。令和３年度からコロナ対策の工夫をしながら、対

面での観光ガイドツアーを段階的に再開をしてきました。課題としては、観光客の回復を見据え、

観光ボランティアの人材の育成を図る必要があります。 

 １ページおめくりいただきまして、４の展開をご覧ください。回復する旅行者に対応するため

に、オンラインなどのコロナ禍での経験を生かして、新たな観光資源の魅力創出と多様な媒体を

活用した情報発信に取り組んでまいります。もう一度資料第７号の骨子のほうの３６ページをご

覧ください。こちら、次期総合戦略での取組ですけど、下側にあります課題解決に向けて取り組

むべきことをご覧ください。先ほど説明した展開を受けまして、１つ目の点では、国内外からの

観光客の多様なニーズに対応するため、新たな魅力の創出を図る。２つ目の点では、観光客のニ

ーズを踏まえた効果的な情報発信を行っているということを取り組むべきこととしております。

資料第５号のほうにもう一度お戻りください。 

 １ページおめくりいただきまして、１２０ページになります。主要課題３５、都市交流の促進

についてご説明いたします。 



27 

 この主要課題の４年度の目指す姿ですが、本区とゆかりのある国内外の都市と文化・観光等の

様々な分野での住民レベルの活発な交流が行われ、区民と外国人住民等との幅広い交流が進み、

国際理解が深まっている状態を目指しております。 

 １ページおめくりいただきまして、２番の社会環境等の変化をご覧ください。こちらの主要課

題も新型コロナの影響により、事業の実施が困難な状況でしたが、令和４年度から国内、国外と

もに交流が回復しております。また、山村体験交流事業を実施している四季の郷やまびこ荘は、

原油価格や物価高騰の影響を受けています。 

 ３番の点検・分析をご覧ください。海外都市との交流による国際理解の促進の４年間の成果で

すが、感染対策を徹底した上で、やさしい日本語を使ったオンライン交流会やベナン共和国講座

や日中友好会館との連携事業による伝統芸能などを実施いたしました。また、国際交流フェスタ

は、令和元年、２年は中止。３年はオンラインで開催をして、令和４年度は４年ぶりに対面で実

施することができました。約１，３００人の参加をいただいております。 

 姉妹都市カイザースラウテルン市との連携により実施している中高生のホームステイ事業につ

いては、コロナ中はオンラインによる交流会を実施してきましたが、令和５年度は受入れを回復

し、この８月にカイザースラウテルンから子どもたちを３人受け入れることができました。 

 文化・観光等の交流事業の拡充の４年間の成果ですが、コロナ禍の中、交流自治体とオンライ

ンによる打合せを行ってきました。交流都市１３自治体とオンラインですので、一堂に会して打

合せができるという効果が上がりました。 

 事業では、交流自治体の食材を区内の店舗に使ってもらえる交流自治体をＰＲしてもらう食材

購入費補助事業を実施しました。参加店舗におけるスタンプラリーを行うことで、区民に出かけ

てもらい、コロナで疲弊したお店の応援にもつながりました。また、金沢市さんの協力により実

施している金沢講座や、盛岡市さんの協力により実施している啄木学級は、令和２年度は中止を

余儀なくされましたが、令和３年度は人数制限をして実施をして、金沢講座では、動画配信も行

いました。啄木学級については、盛岡市との交流都市締結５周年記念、令和５年度がちょうど５

周年でしたので、今年の７月にロバートキャンベルさんを講師にシビックの小ホールで開催をし

て、多くの区民の皆様に楽しんでいただきました。 

 四季の郷やまびこ荘での山村体験交流事業は、継続的な自粛により住民レベルの交流が図られ

ています。 

 １ページおめくりいただきまして、４番の展開をご覧ください。国際交流については、オンラ

インなどのノウハウも活用しながら、様々な事業を本格的に実施してまいります。友好交流都市

フェスタなどを活用して、交流都市への関係性の強化や区民レベルの交流の促進を図ってまいり

ます。 

 山村交流体験事業は、継続実施により、区民の交流活動を促進するとともに、交流事業の拠点

となるやまびこ荘の利用促進に向けて、広く区民に周知してまいります。 
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 資料第７号の３７ページをご覧ください。下側の課題解決に向けて取り組むべきことをご覧く

ださい。先ほどの展開を受けまして、次期総合戦略では、１つ目の点では、区民の交流自治体へ

の関心を高め、オンラインの活用等も検討していく。また、２つ目の点では、姉妹都市等の交流

を促進するとともに、海外都市との新たな国際交流の可能性も検討していく。３つ目の点では、

有事の際、災害等のときの総合協力によって、交流都市の強固な関係性を築いていくということ

を取り組むべきこととしております。 

 私からの説明は以上となります。 

○平田副会長 ありがとうございました。 

 それでは、３３から３５まで、何かご意見ありましたら、お名前をおっしゃってからご発言を

お願いします。 

○伊串委員 伊串です。ご説明ありがとうございます。どうしましょう、３３、３４、３５、そ

れぞれに１つずつあるのですが、一気に言っちゃったほうがいいですか。それともそれぞれ……。 

○平田副会長 そうですね、もう一気におっしゃっていただいて、まとめて。 

○伊串委員 分かりました。ありがとうございます。 

 まず、３３のところなんですが。これから「課題解決に向けて取り組むべきこと」ということ

で。こちらの「資料第７号」と記載のあるほうの資料でご説明いただいた部分です。「文化芸術

に触れる機会」、「区民の触れる機会を創出する」といったところ。例えば、近年の能プロジェ

クトは、コロナ禍で公演が実際にできない中、オンラインでもやっていただいて。他の区の方か

ら羨ましがられるぐらい、文京区民として本当誇りに思える、ちょっとうれしかった機会でした。

しかも、コロナ後の今では、割とどなたでもできるだけ参加できるようにしていただけていると

いうご配慮を伺える状況もありまして。本当に文京区民でよかったなって、こういう触れ合いを

通じて感じています。もし文京区民ではなくて、こういう機会がなかったら、もともと関心がな

ければ、能に触れる機会は普通ではなかなかないしそれほど身近にないものですから、本当によ

かったな、ありがたいなって思えたことの１つだったと思うんですよね。もちろん能に限りませ

んけれども、もっともっとこういう施策を、文京区ならではで、頑張ってやっていただけたらう

れしいなと、期待感と感謝を込めてお伝え申し上げます。ありがとうございます。 

 次、３４なんですけれども、これも資料第７号のほうでご説明いただいたところです。「課題

解決に向けて取り組むべきこと」のところなんですが。それぞれの２つのポチのうちのそれぞれ

について。1つ目のポチのところでは「国内外からの観光客の多様なニーズに対応するため」、２

つ目のポチのところでは、「観光客のニーズを踏まえた効果的な情報発信を推進し」というふう

に書かれております。としますと、この前提になっていると思われる「観光客の多様なニーズ」

についてもちろん把握されていますよねという確認。それと、「観光客のニーズを踏まえた」と

言っているわけですから、じゃあ、まず文京区に対する「観光客のニーズ」って何でしたか。こ

こが私どものほうには事前情報としてすり合わせがなされていないので、もう少しご説明をいた
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だきたいなというふうに思っております。 

 最後、３５のところなんですけれども、これにつきましては、こちらの分厚いほうの「資料第

５号」と記載のあるほうの冊子なんですけれども。これも「４年後の目指す姿」のところで、「

国際理解が深まっている」というのが目指す姿に書かれています。欄の一番最後のところですね。

文章の最後のところに、「区民と外国人住民等との幅広い交流が進み、国際理解が深まっている」

という、そういう姿を目指すんだとあります。これについては、確かに、コロナ禍ではなかなか

イベント自体、難しかったと思うんですよね。そんな中でも、オンライン形式を入れたり、様々

な工夫もあって、いろいろやっていただいたと思います。一方で、私が分からないのは、そうし

た交流イベントが実施されたらそれをもって「国際交流が深まった」と言えるのかどうか。「深

まったか」どうかを判断するのは困難と考え便宜的に「イベントの実施」をもって評価･レビュー

をするという形になっているのか。つまり、何をもってどういうふうに「国際理解が深まった」

と考えればいいのかすり合わせをさせていただきたいと。例えば、交流イベントの開催だけじゃ

なくて、例えば姉妹都市協定の数や機会が増えたとか、･･･そういうことで「交流が深まった」と

いうことで捉えるようにしているのか、とか。本来的には多分、そういうイベントの開催有無だ

とか協定先が増えたとか、「深まる」というのはそういうことだけではないと思うんですが、実

際、今私どもはどのレベルでチェックをすればいいのかなと。この点でもすり合わせが必要だと

感じています。もっと言うならば、この「都市交流の促進」というのは、その先にあるもの、つ

まり、文京区としてその先にあるもの、狙いとしているものは一体何なんだろうということも気

になるわけなんです。例えば、じゃあ、国際理解が深まって都市交流が促進されたということが

実現されたとして、その先にある、もともと私たち文京区が狙っていたもの、あるいは文京区と

してそうしたかった主な本来の目的というのは何なんだろうということを理解したいんです。そ

もそもの狙いどころや目的は、いわゆる観光客が増えることで、文京区にいろいろお金が落ちて

経済的にも活況になることを狙ってのことなのか、あるいは、もっともっと他区･他地域からも魅

力ある区として文京区の住民が増えること、またそれによって税収が増えることもかもしれませ

んが、そういうことなのか、･･･一体、どういう狙いをもってこれらを促進しようとしているのか

、そこがポイントだと思うんです。その本来の目的によって、施策は検討段階からもしかしたら

違ってくるものがあるのかなというふうにも思いましたので、ぜひ、その辺も含めてすり合わせ

させていただけたらというふうに思います。以上です。 

○矢島アカデミー推進課長 アカデミー推進課長、矢島でございます。まず、３３番のほうで、

文化芸術に触れる機会の充実ということでご評価をいただきましてありがとうございます。この

機会の充実ということで、私どもとしては、２つの考え方があるかなというふうに考えておりま

す。１つが、選択と集中ということで、文京区の地域資源である能ですとか、かるたであるとか、

それから、インターネットというところで、様々な博物館、あるいは美術館へといったところが

ございます。こういったところの特色を生かした、集中した対応と文化芸術に触れる機会と、さ
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らには、私どもが誇ります美術の森文京公会堂、こちらでの公演、こういったものが一つござい

ます。また、もう一つが広くという意味で、広く文化芸術の地域の団体様たちが実施をしている、

例えば合唱の集いですとか、踊りのイベントですとか、あるいは書道、絵画、こうしたものをし

っかり皆さんが継続して実施ができるようにしていく、こうした２つの意味を持ちまして文化芸

術に触れる機会を今後とも充実させてもらいたいというふうに考えてございます。 

○堀越観光・都市交流担当課長 観光・都市交流担当課長の掘越と申します。私のほうから３４

番の観光と、あと３５番の都市交流についてご説明をさせていただきます。 

 まず、３４番の観光のほうでございますけれども、資料第７号の国内外からの観光客の多様な

ニーズに対応する、このニーズと、あと、もう一つの２つ目のポチになります、誰もが、いつで

も、どこでも、安心して区内の観光を楽しむことができるよう、観光客のニーズを踏まえた効果

的なというところですけれども、まず、１点目の、この多様なニーズというのは、区内におって、

先ほども坂道のお話とかもございましたけど、そういった坂道が好きな方、あるいは歴史遺産で

すとか、そういったものが好きな方ですとか、いろんな多様な方々のニーズに応えていくという

ことが必要かなというふうに思っておるところでございます。私ども今力を入れております、先

ほども部長のほうからもご説明がございましたけれども、観光ボランティアにそういったその場

を向けること、彼らから発信や情報のいろんな発信をしてもらうことによって、区をいろんな形

で紹介してもらうということと、あとは、双方がより魅力的に感じれたらというようなところに

対応できればいいかなと思っておるところでございます。 

 もう一つのほうの観光客のニーズを踏まえたという、こちらのほうについては、この計画が始

まる前には、どちらかというとその情報発信は紙媒体がメインだったかなというように思ってご

ざいますけども、このコロナでインターネットはもちろんですけれども、オンラインですとか、

いろんなものが発展したという中で、あるいはＳＮＳもそうですけども、そういった中で、観光

客が必要な情報をいかに素早く、あるいは寄り添った形で我々が提供できるかというようなとこ

ろにしっかりと効果測定、という意味でこちらのほうを記載しているところでございます。 

 もう一点の、都市交流の国際理解が深まるという、これをどういう状態かというようなお話か

と思いますけれども、イベントができたから国際理解が促進されているというわけではなくて、

あくまでも、そういったものというのは一つのきっかけでありまして、現状、文京区でお住まい

の外国人の方というか、大体１万２、３千人今いらっしゃるというような状況で、コロナの前よ

り実は増えております。そういった中で、人口の５％を今占める外国人の方々との共生という面

でおきましても、まずは、第一ハードルの国際的なものにまずは触れてもらう。その次に、毎年

実施しております国際交流フェスタのような形で、今まで国際交流フェスタって、どちらかと言

いますと、区内に在住の、あるいは在学の外国人の方が日本の文化を体験してもらう。こういっ

たような場だったんですけども、昨年度から実施しております国際交流フェスタ、今度名前変え

て都市交流フェスタという形に変えますけども、そちらにつきましては、区民の方々も参加をす
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ることによって、外国人だけではなくて、そこに遊びに来る、今度は区民の方とも交流を図るこ

とによって、お互いに国際理解の促進を図っていこうというような形を目指しているところとな

ってございますので、先ほど申し上げましたとおり、そういったイベントというのは、あくまで

もきっかけの一つでございまして、そういったものを一つの契機に、区民の皆さんがより国際理

解に進んでいただければなというふうに思っておるところでございます。 

○伊串委員 ありがとうございます。ご説明いただきまして理解が深まりました。確かにイベン

トはきっかけにすぎないということ、共感いたします。ご説明いただきましたように、「文京区

に住む外国人の方は１万２，０００人、約５％」ということでしたので、文京区には、外国人の

方も多いということで、住民、区民同士の相互理解のためということももちろんあるでしょうし、

それに、そういった環境や機会を通してなどで区民お一人お一人の中で「国際理解を深めたい」

という自身の希望や欲求、思いといったようなこともあるでしょうしね。そういうことを実現し

ていくためのきっかけということでやられているということを理解いたしました。ありがとうご

ざいます。 

○平田副会長 千代委員、お願いします。 

○千代委員 千代です。この計画立てるときに、女性の割合は何％ぐらい入ってますでしょうか。

なぜかというと、４年後もまだ森鴎外をはじめとすると、また、まだ森鴎外なのかと思うんです

ね。あと、例えば女医１号、荻野吟子さんとか、女性が政党で活躍した人とかね、樋口一葉とか

たくさんいらっしゃるのに、何にも入ってないんですよね。ぜひ、輝ける文京区の女性とかって

銘打ってやってくださったら、たくさん集まると思うんですが、いかがでしょうか。 

○矢島アカデミー推進課長 アカデミー推進課長でございます。そうしたご意見も頂戴すること

もございます。文京区では、生年または没年が１００年の年に当たるゆかりの文化人の顕彰をす

るという事業を行っていまして、この生年、没年ということで、分かっている文化人が３００か

４００弱いらっしゃるという状況で、まだまだ増え続けている状況です。その中で、次どなたを

顕彰しようかということに関しては、例えばなんですけども、今年度に関しては、盛岡市さんと

の提携５周年ということで、盛岡ゆかりの文化人の顕彰と、それから、もう一つ、朝ドラがあっ

た関係で牧野健太郎先生の顕彰をさせていただいたということです。どういった方を選ぶかにつ

いては、そうした、その時期、時期の状況と、それから、その方を顕彰することに、資料がやは

りないと、残っているものがないとなかなか顕彰事業ということをすることは難しい、それから、

さらには地域の方たちがしっかりその方たちを愛していらっしゃる状況といったものを総合的に

勘案して顕彰をさせていただいているということです。鴎外記念館のほうでも、まだ圓朝である

とか一葉であるとか、こうした方々とコラボレーションしたような顕彰といったことも過去に実

施をしていて、好評いただいておりますので、今後とも性別に関わりなく様々な文化人をしっか

り顕彰してもらいたいというふうに考えてございます。 

○千代委員 ありがとうございます。文京区では、例えばこういう審議会なんかに４０％の女性
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とかって目標にしていますけれど、今、私聞いたのは、決定機関の場に女性がどれくらいいます

かってお聞きしたんですが、それ答えていらっしゃいませんよね。例えば戦略立てるときの会議

の中に女性がどれぐらいいらっしゃるか。大体、ほとんど中見ると、男性目線が多いような気が

して、すみません、男女平等センターなので、やっぱりとても気になります。 

○横山企画課長 事務局から。今、見ていただいている点検シートとか、そもそもの総合戦略、

こちらの策定に当たっては企画課の職員と、あとは、今日はアカデミーと区民部が来てますけど

も、それぞれ所管となる課長や職員の人たちと協働してつくっている状況ですので、特に男性、

女性ということよりも、今担当している職務と、その職員が一緒になって作っていくという形に

なってます。なので、その中でそのときのその部署の職員や課長や係長が、男性だったり女性だ

ったりというのはあるかと思いますけども、特に集まって会議をしてというスタイルではないの

で、そういった意味では会議の中での構成メンバーの比率とかという考え方は特には取ってない

んですけども、担当している職務の職員と、あと、本日こちらにも企画課の職員おりますが、２

名男性、１名女性というような状況ですが、職場の全体の人数構成には影響あるかと思いますが、

そういった中で作成しております。 

○千代委員 ありがとうございます。ぜひ、女性目線もたくさん入れていただきたいです。たく

さん資料あると思いますので、よろしくお願いいたします。 

○平田副会長 ほかにはいかがでしょうか。 

○杉田委員 じゃあ、１つ。時間がありましたので１つ。今年区長さんのところに常総市からお

申出があったんでしょうか、３年後ぐらいのＮＨＫの大河ドラマに千姫をということで、今年文

京朝顔・ほおずき市では、常総市さんの集まり傳通院が千姫のお墓があるので、常総市さんに来

ていただいて、この時代まつりの右上にも千姫ちゃまというのが載っかっているんですけど、こ

の着ぐるみさんに来ていただいてやりましたけど、やはり文学のほうでアカデミーのほうで今主

体になっておりますけど、やはり形あるもの、ちっちゃくお寺がいっぱいありますよというのは

書いてありますけども、今後でございますけど、やはり、そういう交流する自治体の中にも、ま

ず、千姫を機会にこれからも地域としても盛り上げていきたいなと。 

 また、商店街としても考えておりますので、それから、千姫というとやはり常総市だけじゃな

くて京都も関係あるし、それから、姫路も、それから桑名も関係あるんですよね。ですから、形

あるもので、外国の方も来ていただけるような、目に見えるものを、やはり目に見えないもちろ

ん文化的な文人のほうももちろん残し、それから、形あるものをもうちょっと盛り上げる方向も

いいんではなかろうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○平田副会長 また新たな視点をありがとうございます。こういうの若い方も好きだと思います。 

○堀越観光・都市交流担当課長 観光・都市交流担当担当課長の掘越でございます。今、委員の

ほうからご説明ございましたが、大河ドラマ「千姫」は、今年の１月に会議体、我々も文京区も

入りまして、今合計で姫路、桑名、常総、あとは岡山、文京区、全部で５自治体が入っておって、
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１年に１回ＮＨＫのほうに、大河ドラマにしてくれないかと、そういうお願いをさせていただい

ております。 

 常総市につきましては、特に千姫のつながりということで、今回、朝顔・ほおずき市ですとか、

あるいは今回の時代まつりのほうにもご参加をいただくなど、今のとこ計画してございますし、

あとは、距離が何といってもここからは近くて、車で４０分ぐらいで行けるところでございます

ので、ここもちょっとどういう形になるかは分かりませんけれども、例えば災害のときにお互い

協力し合えるですとか、そういった面も含めて、我々とすると、今、常総市さんといろいろお付

き合いをさせていただいておるという形になってございます。 

 今まで我々が交流自治体として協定を締結しております１３自治体につきましては、必ずしも

１００％というわけではございませんけれども、比較的歴史的なつながりですとか、あるいは文

化的なつながりが強いというところが多くございます。やっぱりそういったところというのは、

長続きをする一つのきっかけかなというふうに思ってございますし、あとは、それ以外の、先ほ

ど申し上げた発展的なつながりを持てるかなというふうにも思ってございます。引き続き我々も

こういった関係性というのを大切にしながら、いろんな自治体と協力関係を築いていきたいとい

うふうに考えております。 

○平田副会長 ありがとうございました。災害のところはぜひ交流、助ける、お互いに助け合う

関係がたくさんできるといいと思いますので、困ったときほど皆さん、すごくそういうのを頼り

にされますし、あと、つながった土地がずっと記憶に残っていくというのもありますので、こち

らもお願いしたいところです。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○吉原委員 吉原でございます。お願いします。１１６ページ、主要課題３４の２０２０年のキ

ャンペーンですね、ＳＮＳを活用した３大観光キャンペーンのＬＩＮＥの友達登録者数が７，２

００人以上いて、かなりすごい数字だなというふうには私も思っているんですけども、今、ちょ

っと最新のやつを見たら７，６９８件だったので、数字の伸びとしては、微増というとこで評価

できる数字だと思うんですけども、これだけの人数がいるんであれば、せっかくのレガシーとい

うかになっていますので、ぜひ今後も活用してはいかがでしょうかという意見でございます。 

○堀越観光・都市交流担当課長 ご意見ありがとうございます。観光・都市交流担当課長の掘越

でございます。今、お話ございましたＳＮＳとのつながり、７，０００人以上いるというお話で

ございますけど、これは、その当時は観光協会が、つながりを持ってくれたんですけれども、そ

の後、先ほど部長のほうからもご説明ございました観光土産ですね、そちらのほうでも登録者の

皆さんに情報としてお送りして、多くの方にご参加いただきました。実は一番反応していただい

たのが、この登録をしていただいた方々が反応してくれたということで、我々も非常に貴重なつ

ながりを持てたなというように思っておるところでございます。それは一例でございますけれど
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も、区のほうで実施をしております様々なイベントに、こういった方々、登録者だけではござい

ませんけども、いろんな方々含めてご参加をいただける、一つのツールかなというふうに思って

おりますので、今後もいろんな形でつながれる分に関しては活用していきたいなというふうに思

っておるところです。 

○吉原委員 ありがとうございます。私は仕事柄、クラウドファンディングプラットフォームで

働いている、やっている会社にいるものですから、こういったＳＮＳを活用した中で、やっぱり

ＬＩＮＥの反応って非常に生々しい話するとお金がすごくダイレクトに集まることではあるので、

ぜひ、文京区の何かイベントの周知に活用いただくとともに、恐らくかなりこのＬＩＮＥに登録

を、知ったらもっと登録したいって方いらっしゃるんじゃないかななんていうのは改めて思いま

したので、引き続きよろしくお願いいたします。 

○平田副会長 お答えになりますか、よろしいですか。 

 いろいろな意見ありがとうございます。この先につながっていく新しい意見を伺って大変勉強

になりました。 

 それでは、大体終盤に近づいてまいりましたので、皆様、よろしいでしょうか。言い残したこ

とはないでしょうか。 

 それでは、最後に、次回の区民協議会等について、事務局からのご説明をお願いいたします。 

○横山企画課長 それでは、ご説明いたします。まず、第２回の開催でございます。次回は１０

月の２０日金曜日になります。本日は３５番まで終了いたしましたので、次回につきましては、

主要課題の３６から４０番までと、あとは行財政運営ですね。こちらについてご審議をいただき

ます。お時間は本日と同じように午後６時３０分から２時間程度となってございます。また、場

所でございますが、こちらの会場ではなくて、今度はシビックセンターの２４階の第２委員会室

というところになりますので、お間違いないようよろしくお願いします。 

 本日、議論が白熱してきたのでお時間が足りなくなってきたところはあるかと思いますけれど

も、本日なかなか審議できなかったことや、また、ほかの基本政策についてのご意見等ございま

したら、本日お配りをしております意見記入用紙等を活用いただきまして、１１月の２日木曜日

までに事務局のほうまでご提出いただければと思います。いただきましたご意見につきましては、

所管課に伝えますとともに、今後の参考とさせていただきます。また、冒頭でもお話ししました

が、いただきましたご意見につきましては、本協議会の会議資料として公開をさせていただきま

すので、併せてご了承ください。 

 本日配付いたしました資料につきましては、お手数ですがお持ち帰りいただきまして、また次

回の協議会のほうでも使用いたしますのでご持参くださるようお願いいたします。 

 あと、冒頭ご説明しましたが、ご参加いただきました内容を本協議会の会議録につきましてで

すけども、こちらは後ほど委員の皆様に内容をご確認いただきますので、後日郵送、または、メ

ールとなっている方につきましてはメールでお送りさせていただきますので、ご確認のほうよろ
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しくお願いいたします。皆様の内容と確認が終了しましたら、区のホームページ等で公開させて

いただきます。以上です。よろしくお願いします。 

○平田副会長 それでは、ほかに何かありますでしょうか。特に、この小部会になってから、も

ともと大きい会場でやってたときは、Ｑ＆Ａにすぎなかったものが、大分対話の要素が入ってき

て、意見交換とか深められることができるようになってますので、そして、私たちは、全ての意

見を伺いたいということで、１１月２日まで受け付けてくださいますので、何かひらめいたらお

願いいたします。 

 それでは、今日は、これにて終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 


